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市
で
は
、
平
成
29
年
度

よ
り
、
健
康
診
査
の
対
象

年
齢
を
中
学
３
年
生
ま
で

引
き
下
げ
、
25
歳
以
下
の

自
己
負
担
を
無
料
化
す
る

こ
と
で
受
診
を
促
し
、
若

年
層
か
ら
の
健
康
推
進
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

福
祉
文
教
委
員
会
で
は

健
康
寿
命
の
延
伸
を
政
策

課
題
と
す
る
中
で
、
新
規

に
実
施
さ
れ
た
中
学
３
年

生
の
健
康
診
査
の
状
況
に

つ
い
て
、
調
査
を
行
っ
た
。

【
実
施
方
法
】

　

５
月
に
保
護
者
へ
案
内

し
、
６
月
に
各
学
校
を
通

じ
て
中
学
３
年
生
全
員
に

問
診
票
、
日
程
表
等
を
配

布
。
夏
休
み
期
間
を
利
用

し
て
、
28
日
間
の
日
程
で
、

39
歳
未
満
の
方
と
同
じ
健

診
項
目
で
実
施
し
た
。

【
受
診
者
と
結
果
区
分
】

【
分
析
結
果
】

　

Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
体
格
指
数
）

で
は
「
や
せ
」
と
判
定
さ

れ
る
生
徒
が
41
％
と
多
く
、

特
に
男
子
で
は
半
数
近
く

を
占
め
た
。
尿
酸
値
で
は

５
％
の
生
徒
に
高
い
値
が

認
め
ら
れ
、
特
に
男
子
に

そ
の
傾
向
が
強
い
。
血
圧

で
21
・
７
％
、
直
近
の
２

か
月
の
血
糖
値
を
反
映
す

る
項
目
で
36
・
６
％
、
尿

検
査
に
よ
る
１
日
食
塩
摂

取
量
の
推
定
で
65
・
４
％

の
生
徒
が
正
常
範
囲
を
超

え
た
結
果
で
あ
っ
た
。
身

長
が
伸
び
新
陳
代
謝
が
盛

ん
な
成
長
期
で
あ
る
た
め
、

今
後
の
健
診
結
果
の
デ
ー

タ
の
蓄
積
や
個
人
の
健
診

結
果
の
推
移
を
踏
ま
え
、

傾
向
や
課
題
の
明
確
化
を

進
め
る
と
と
も
に
、
糖
分

や
塩
分
の
と
り
方
、
バ
ラ

ン
ス
の
よ
い
食
事
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

　

質
疑
の
中
で
、
こ
れ
ま

で
の
学
校
保
健
法
に
よ
る

学
校
健
診
と
の
調
整
を
行

い
、
受
診
率
の
向
上
に
努

め
る
こ
と
や
、
傾
向
や
課

題
を
明
確
に
し
、
青
年
期

に
し
っ
か
り
し
た
身
体
を

つ
く
っ
て
い
け
る
よ
う
正

し
い
知
識
を
普
及
し
て
い

く
こ
と
の
重
要
性
を
共
通

認
識
と
し
た
。
今
後
の
行

政
に
期
待
す
る
と
共
に
、

委
員
会
と
し
て
も
調
査
研

究
を
続
け
る
。

児
童
生
徒
等
の
重
大
事
態

に
備
え
た
対
応
に
つ
い
て

　

３
月
定
例
会
に
お
い
て
、

高
山
市
児
童
生
徒
等
の
重

大
事
態
調
査
委
員
会
設
置

条
例
を
審
査
し
た
。

　

本
件
は
、
平
成
29
年
11

月
に
協
議
事
項
と
し
て
当

委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
お

り
、
概
要
を
把
握
し
た
上

で
審
査
に
臨
ん
だ
。

（
背
景
）
平
成
26
年
の
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
各
自
治

体
は
総
合
教
育
会
議
を
設

置
し
、
教
育
大
綱
の
策
定

や
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施

策
の
ほ
か
、
児
童
生
徒
等

の
生
命
又
は
身
体
に
現
に

被
害
が
生
じ
、
又
は
ま
さ

に
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
場

合
等
の
緊
急
の
場
合
に
講

ず
べ
き
措
置
を
協
議
、
調

整
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
。

（
※
緊
急
の
場
合
と
は
、

い
じ
め
や
校
内
暴
力
、
学

校
管
理
下
に
お
け
る
事
故
、

自
然
災
害
等
に
よ
り
児
童

生
徒
等
の
生
命
、
心
身
、

財
産
に
重
大
被
害
が
生
じ

た
場
合
や
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
を
想
定
。
）

（
方
針
）
学
校
等
に
お
け

る
児
童
生
徒
等
の
重
大
事

態
に
係
る
事
実
関
係
の
明

確
化
及
び
対
処
、
ま
た
同

種
の
事
態
の
発
生
防
止
の

た
め
、
法
律
、
医
療
、
教

育
、
心
理
、
福
祉
等
の
有

識
者
で
構
成
す
る
調
査
委

員
会
を
予
め
設
置
す
る
。

問
調
査
委
員
会
は
ど
こ
に

設
置
し
、
誰
が
発
動
の
判

断
を
す
る
の
か
。

答
市
長
の
も
と
に
、
第
三

者
委
員
会
と
し
て
設
置
。

重
大
事
態
と
し
て
の
取
り

扱
い
は
、
総
合
教
育
会
議

で
協
議
す
る
。
た
だ
し
、

自
殺
や
事
故
死
等
の
生
命

心
身
に
関
わ
る
重
大
事
態

は
、
総
合
教
育
会
議
の
判

断
を
待
た
ず
委
員
会
に
か

け
る
案
件
で
あ
る
。
そ
の

他
、
多
額
の
金
品
被
害
や

い
じ
め
に
よ
る
長
期
欠
席

に
つ
い
て
は
、
総
合
教
育

会
議
で
調
査
対
応
方
針
を

協
議
す
る
。
そ
の
中
で
、

教
育
委
員
会
が
関
わ
り
調

査
検
証
す
る
も
の
と
、
実

際
に
調
査
委
員
会
に
諮
問

す
る
も
の
が
あ
る
。

問
委
員
報
酬
を
一
律
日
額

２
万
５
千
円
と
し
た
根
拠

は
。

答
業
種
別
に
額
を
わ
け
る

方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、

同
じ
目
的
の
元
に
そ
れ
ぞ

れ
の
学
識
・
知
識
を
生
か

し
て
同
等
の
立
場
で
参
加

し
て
い
た
だ
く
形
が
最
も

望
ま
し
い
と
判
断
し
た
。

　

重
大
事
態
を
表
面
的
に

で
は
な
く
、
そ
の
内
実
を

し
っ
か
り
把
握
で
き
る
能

力
の
あ
る
人
材
、
事
態
に

柔
軟
に
対
応
で
き
る
体
制

の
調
査
委
員
会
を
つ
く
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

　

い
じ
め
等
の
未
然
防
止
、

早
期
発
見
の
仕
組
み
づ
く

り
や
、
発
生
時
に
は
初
期

段
階
で
事
態
を
把
握
で
き

る
よ
う
な
体
制
を
構
築
し
、

対
応
策
を
す
ば
や
く
打
ち

出
せ
る
施
策
の
展
開
が
重

要
で
あ
る
。

委 員 会 報 告

受診者 人数 受診率
総数 437人 47.8%
男子 219人 49.9%
女子 218人 45.9%

結果区分 人数 割合
異常なし 54人 12.4%
経過観察 339人 77.6%
要精検 44人 10.0%

課
題
へ
の
対
応

調
査
内
容

中
３
の
健
康
診
査
の
状
況

福祉文教
委員会

政
策
課
題
「
健
康
寿
命

の
延
伸
」へ
の
取
り
組
み

議
案
審
査

重
大
事
態
へ
の
対
応
方
針

調
査
委
員
会
の
設
置

主
な
質
疑
と
答
弁

委
員
会
の
意
見


